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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 24日 (2005.6.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 地 局 と 端 末 局 と を 含 み 、 前 記 基 地 局 は 前 記 端 末 局 の 送 受 信 期 間 を 指 定 す る 通 信 期 間 制
御 デ ー タ を 定 期 的 に 送 信 し 、 前 記 端 末 局 は 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 基 づ い て 通 信 を 行 う
通 信 シ ス テ ム に

省 電 力 モ ー ド と な る こ と
を 特 徴 と す る 端 末 局 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含 ま れ て い る 受 信
期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 少 な く と も 受 信 に 関 連 す る 受 信 部 が ア ク テ ィ ブ モ ー ド
状 態 を 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 局 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ か ら 得 ら れ た 受 信 期 間 が 、 複 数 の 時 間 帯 に 分 散 し て い た 場 合 で
あ っ て 、 隣 り 合 う 前 記 時 間 帯 間 の 間 隔 が 、
場 合 に は 、 前 記 受 信 部 は 隣 り 合 う 前 記 時 間 帯 間 に お い て 省 電 力 モ ー ド に 移 行 し な い こ と を
特 徴 と す る に 記 載 の 端 末 局 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含 ま れ て い る 送 信
期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 送 信 期 間 を 受 信 す る 受 信 部 が ア ク テ ィ ブ モ ー ド 状 態 を
維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 局 。
【 請 求 項 ５ 】
　 送 受 信 期 間 デ ー タ 解 析 が 完 了 し た か 否 か を 判
断 す る 第 １ の 判 定 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 局 。
【 請 求 項 ６ 】
　 さ ら に 、 前 記 送 受 信 期 間 報 知 デ ー タ の 解 析 完 了 の 有 無 を モ ー ド 切 替 え の 選 択 条 件 と し て

お い て 、 少 な く と も 受 信 部 を 含 む 部 分 が 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 す
る 第 １ の 期 間 と 、 自 端 末 に 割 り 当 て ら れ た デ ー タ 受 信 期 間 で あ る 第 ２ の 期 間 で は ア ク テ ィ
ブ モ ー ド と な り 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 期 間 以 外 の 第 ３ の 期 間 で は

シ ス テ ム を 不 安 定 に さ せ る よ う な 短 時 間 で あ る

請 求 項 １

前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含 ま れ る 報 知 の



モ ー ド 切 替 え を 行 う か 否 か を 判 定 す る 第 ２ の 判 定 手 段 を 有 す る に 記 載 の 端 末 局 。
【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　 基 地 局 と 端 末 局 と を 含 み 、 前 記 基 地 局 は 前 記 端 末 局 の 送 受 信 期 間 を 指 定 す る 通 信 期 間 制
御 デ ー タ を 定 期 的 に 送 信 し 、 前 記 端 末 局 は 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 基 づ い て 通 信 を 行 う
通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 端 末 局 は 、 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 す る 第 １ の 期 間 と
、 自 端 末 に 割 り 当 て ら れ た デ ー タ 受 信 期 間 及 び デ ー タ 送 信 期 間 で あ る 第 ２ の 期 間 は 、 ア ク
テ ィ ブ モ ー ド と な り 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 期 間 以 外 の 第 ３ の 期 間 は 省 電 力 モ ー ド と な る こ
と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 端 末 局 は 、 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含
ま れ て い る 受 信 期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 少 な く と も 受 信 に 関 連 す る 受 信 部 が ア
ク テ ィ ブ モ ー ド 状 態 を 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 端 末 局 は 、 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含
ま れ て い る 送 信 期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 少 な く と も 送 信 に 関 連 す る 送 信 部 が ア
ク テ ィ ブ モ ー ド 状 態 を 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 端 末 局 は 、 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含
ま れ て い る 受 信 期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 送 信 期 間 を 受 信 す る 受 信 部 が ア ク テ ィ
ブ モ ー ド 状 態 を 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 通 信 シ ス テ ム 。
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請 求 項 ５

基 地 局 と 端 末 局 と を 含 み 、 前 記 基 地 局 は 前 記 端 末 局 の 送 受 信 期 間 を 指 定 す る 通 信 期 間 制
御 デ ー タ を 定 期 的 に 送 信 し 、 前 記 端 末 局 は 前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 基 づ い て 通 信 を 行 う
通 信 シ ス テ ム に お い て 、 少 な く と も 送 信 部 を 含 む 部 分 が 自 端 末 に 割 り 当 て ら れ た デ ー タ 送
信 期 間 で あ る 第 ４ の 期 間 で は 、 ア ク テ ィ ブ モ ー ド と な り 、 前 記 第 ４ の 期 間 以 外 の 第 ５ の 期
間 で は 、 省 電 力 モ ー ド と な る こ と を 特 徴 と す る 端 末 局 。

前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ を 受 信 し た 時 点 か ら 該 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含 ま れ て い る 送 信
期 間 の 計 算 が 完 了 す る ま で の 間 は 、 少 な く と も 送 信 に 関 連 す る 送 信 部 が ア ク テ ィ ブ モ ー ド
状 態 を 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 端 末 局 。

前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ か ら 得 た 送 信 期 間 が 、 複 数 の 時 間 帯 に 分 散 し て い た 場 合 で あ っ
て 、 隣 り 合 う 前 記 時 間 帯 間 の 間 隔 が 、 シ ス テ ム を 不 安 定 に さ せ る よ う な 短 時 間 で あ る 場 合
に は 、 前 記 送 信 部 は 隣 り 合 う 前 記 時 間 帯 間 に お い て 省 電 力 モ ー ド に 移 行 し な い こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 端 末 局 。

前 記 通 信 期 間 制 御 デ ー タ に 含 ま れ る 送 受 信 期 間 報 知 デ ー タ の 解 析 が 完 了 し た か 否 か を 判
断 す る 第 ３ の 判 定 手 段 を 有 す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 端 末 局 。

さ ら に 、 前 記 送 受 信 期 間 報 知 デ ー タ の 解 析 完 了 の 有 無 を モ ー ド 切 替 え の 選 択 条 件 と し て
モ ー ド 切 替 え を 行 う か 否 か を 判 定 す る 第 ４ の 判 定 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 端 末 局
。


	header
	written-amendment

